
1 
 

 

平成 27年７月 31日 

 

 

平成 27年度独立行政法人大学評価・学位授与機構調達等合理化計画 

 

   

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年５月25日総務大臣決定）

に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下、「機構」という。）は、事務・事業の特性を踏

まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に

取り組むため、平成27年度独立行政法人大学評価・学位授与機構調達等合理化計画（以下、「計画」

という。）を以下のとおり定める。 

 

 

１．調達の現状と要因の分析 

(1)  機構における平成 26年度の契約状況は、表１のようになっており、契約件数は２４件、契約

金額は２．８億円である。また、競争性のある契約は１８件（７５％）、２．５６億円（９１％）、競争性

のない契約は６件（２５％）、０．２４億円（９％）となっている。 

平成 25年度と比較して、競争性のない契約の割合は、件数･金額ともに小さくなっており（件数

は△２５％の減、金額は△２３％の減）、真にやむを得ないもの以外、競争入札に移行している。 

 

表１ 平成 26年度の機構の調達全体像                         （単位：件、億円） 

 
平成 25年度 平成 26年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（ ７２％） 

２１ 

（ ９０％） 

２．９ 

（ ７１％） 

１７ 

（ ８９％） 

２．５ 

（ △１９％） 

△４ 

（ △１４％） 

△０．４ 

企画競争・公

募 

（ ０％） 

０ 

（ ０％） 

０ 

（ ４％） 

１ 

（ ２％） 

０．０６ 

（１００％） 

１ 

（１００％） 

０．０６ 

競争性のある

契約（小計） 

（ ７２％） 

２１ 

（ ９０％） 

２．９ 

（ ７５％） 

１８ 

（ ９１％） 

２．５６ 

（ △１４％） 

△３ 

（△１２％） 

△０．３４ 

競争性のない

随意契約 

（ ２８％） 

８ 

（ １０％） 

０．３１ 

（ ２５％） 

６ 

（ ９％） 

０．２４ 

（ △２５％） 

△２ 

（ △２３％） 

△０．０７ 

合 計 
（100％） 

２９ 

（100％） 

３．２１ 

（100％） 

２４ 

（100％） 

２．８ 

（ △１７％） 

△５ 

（ △１３％） 

△０．４１ 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 比較増△減の（ ）書きは、平成 26年度の対 25年度伸率である。 

 

(2) 機構における平成 26年度の一者応札・応募の状況は、表２のようになっており、契約件数は６

件（３３％）、契約金額は１．８２億円（７１％）である。 

前年度と比較して、一者応札・応募による契約の割合は件数については小さくなっているもの

の、一者応札による政府調達契約が増えたため、金額は大きくなっている（件数は△４０％の減、

金額は９８％の増） 
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表２ 平成 26年度の機構の一者応札・応募状況                 （単位：件、億円） 

 平成 25年度 平成 26年度 比較増△減 

２者以上 

件数 
  １１ 

（  ５２％） 

１２ 

（ ６７％） 

１ 

（  ９％） 

金額 
 １．９８

（  ６８％） 

０．７５ 

（ ２９ ％） 

△１．２３  

（ △６２％） 

１者以下 

件数 
    １０

 （ ４８％） 

６ 

（  ３３％） 

△４ 

（ △４０％） 

金額 
０．９２

（  ３２％） 

   １．８２

（ ７１ ％） 

０．９ 

（  ９８％） 

合 計 

件数 
２１

（100％） 

１８ 

（100％） 

△３ 

（△１４％） 

金額 
２．９

（100％） 

２．５６

（100％） 

 △０．３４   

（△１２％） 
（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注 3） 比較増△減の（ ）書きは、平成 26年度の対 25年度伸率である。 

 

２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 

 

   上記 1の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、一者応札・応募の状況については引

き続き改善に向けた取り組みを行っていくが、平成２７年度においては、特に下記の分野について

重点的に取り組むこととする。 

 

〇共同調達等による経費の削減について 

 

     平成２８年４月の独立行政法人国立大学財務・経営センターとの統合に向けて、物品や役

務の調達に関して、これまで各法人で実施している同様の調達案件等の事前調査を行い、共

同調達等を行うことにより、経費の削減や調達事務の合理化を図る。 

 

【共同調達等の実施状況】 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

（１） 随意契約に関する内部統制の確立 

新たに随意契約を締結することとなる案件については、理事直轄の監査室に事前に報告し、会

計規程における「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達手続の

実施の可否の観点から点検を受ける。 

 

【点検状況】 

 

（２）  不祥事の発生の未然防止のための取組 

①  監査業務に特化した独立の部署である理事直轄の監査室において、予算執行及び会

計処理の適正を目的とし内部監査を実施する。 

 

【内部監査の実施状況】 
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②  契約係が主体となって、他機関における不正防止に関する取り組みや過去に取引停止

に至った事例等を確認・検証する。 

  

          【検証実施状況】 

 

４．自己評価の実施 

   計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一環として、年

度終了後に実施し、自己評価結果を文部科学大臣に報告し、文部科学大臣の評価を受ける。文

部科学大臣による評価結果を踏まえ、その後の計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

 

５．推進体制 

（１） 推進体制 

     本計画に定める各事項を着実に実施するため、理事を総括責任者とする調達等合理化検討

会により調達等合理化に取り組むものとする。 

      総括責任者    理事 

      副総括責任者  管理部長 

      メンバー      会計課長、会計課課長補佐、契約係長 

 

  （２） 契約監視委員会の活用 

     監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、計画の策定及び自己評価の際

の点検を行うとともに、これに関連して、機構長が定める基準に該当する個々の契約案件の

事後点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

６．その他 

   計画及び自己評価結果等については、機構のウェブサイトにて公表するものとする。 

   なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、計画の改定を行うも

のとする。 

 


